
３ 管理運営組織等 

 

（16）ハラスメント等人権侵害対策委員会 

① 設置の趣旨（目的）及び組織 

ア 組織設置の趣旨（目的） 

ハラスメント等人権侵害対策委員会は、本法人構成員のハラスメント等人権侵害に関する事項につい

て取り扱うことを目的として、平成 16 年度に人権及びセクシュアル・ハラスメント委員会として設置さ

れ、平成 17 年度にセクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会に改称された後、平成 28 年度に

現委員会名に改称された。なお、平成 15 年度以前には、セクシュアル・ハラスメントについてのみ対応

する「セクシュアル・ハラスメント対策委員会」が置かれていた。 

イ 組織の構成及び構成員等 

ハラスメント等人権侵害対策委員会は、学長が指名した理事又は副学長、学系長、保健管理センター

所長、学長が指名した附属学校長１人、事務局長、その他学長が指名した者若干人をもって組織し、委

員のうち、少なくとも１人は女性とする。 

また、委員会の下にハラスメント等人権侵害防止対策専門部会を置き、対策委員会委員長が指名する

当該委員若干人、各学系から選出された教員各１人、各附属学校から選出された教員各１人、特命課長

（人事・労務担当）、学生支援課長、その他対策委員会委員長が指名した者若干人で組織する。 

② 運営・活動の状況 

ア 委員会等の開催状況 

令和３年度においては、委員会を５回開催した。 

イ 審議された主な事項 

ⅰ） 令和３年度ハラスメント等人権侵害防止対策計画 

ⅱ） ハラスメント等人権侵害調査委員会の設置等 

ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 

ハラスメント等人権侵害防止対策のため、次の事業を計画し、実行した。 

ⅰ） 教職員対象の防止対策 

       ・ 令和３年４月２日（金）開催の「新任職員研修」において、ハラスメント・リーフレットを

配付した。 

・ 令和３年 11 月 17 日（水）に、ハラスメント防止研修を実施した。 

ⅱ） 学生対象の研修会 

・ 令和３年４月５日（月）開催の学部・大学院の「新入生オリエンテーション」において、ハ

ラスメント・リーフレットを配付した。 

・ 令和３年 11 月 17 日（水）に、ハラスメント防止研修を実施した。 

③ 優れた点及び今後の検討課題等 

大学構成員一人一人のハラスメント等に対する意識を高めるため、引き続いて講演会等を中心とした啓

発・防止対策活動の一層の充実を図る予定である。 


